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自転車交通安全について令和５年度の太平洋岸自転車道の安全点検検討会の取組１

○令和３年５月に太平洋岸自転車道がナショナルサイクルルート指定を受け、「安全点検の手引き(案)」の作成
を目的として安全点検検討会が設立され、令和３･４年度に計２回の安全点検(現地点検)を実施。

○これを踏まえ、令和５年度に「安全点検の手引き（案）」を作成。

①令和３・４年度の安全点検(現地点検)

R3点検区間R4点検区間

太平洋岸⾃転⾞道マップを基に加⼯

■安全点検の様⼦■記者発表

■現地点検区間
②令和５年度の取り組み
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自転車交通安全について太平洋岸自転車道（静岡県内）安全点検の手引き（案）の作成２

〇太平洋岸自転車道は、国道、県道、多くの市町道が連続することにより形成されるものであり、それぞれの点
検手法に応じ安全な自転車走行環境の維持が望まれ、安全点検に関わるチェック項目を整理。

〇官民連携による安全点検の広がりに向けた「太平洋岸自転車道(静岡県内)安全点検の手引き(案)」を作成。
〇令和５年度静岡県道路交通環境安全推進連絡会議にて公表（安全点検検討会は解散）。

■チェック項目(案)

令和５年度第１回安全点検検
討会における「太平洋岸自転
車道(静岡県内)安全点検の手
引き(案)」の審議の状況
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太平洋岸自転車道（静岡県内）安全点検の手引き（案）
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はじめに 

 

令和 3年 5月に太平洋岸自転車道が「ナショナルサイクルルート」に指定された。 

ナショナルサイクルルートは、魅力的で安全なルートであることなど一定の指定要件を

満たす必要がある。特に指定要件「2.走行環境」では、①誰もが安全・快適に走行できる

環境を備えていること、②誰もが迷わずに安心して走行できる環境を整えていることが示

されている。また「5.取組体制」では、官民連携によるサイクリング環境の水準維持等に

必要な取組体制が確立されていることが示されている。これらの指定要件の評価基準には、

「維持管理水準（道路管理者等にてルートの管理水準が設定され維持管理の実施体制が明

確であること）」、「危険個所等の通報システム（サイクリストから走行上問題がある箇所

について意見を収集して早期に補修等の対応できる仕組みが構築されていること）」が推

奨項目として挙げられている。 

以上を踏まえ、「太平洋岸自転車道の安全点検検討会」（事務局：国土交通省中部地方整

備局静岡国道事務所）が令和 3 年度に設立され、令和 5 年度までに安全点検検討会(計 6

回)や現地安全点検(計 2 回)が実施された。この『太平洋岸自転車道(静岡県内)安全点検

の手引き（案）』は、安全点検検討会における先駆的に取り組みをチェック項目(案)として

とりまとめたものである。 

太平洋岸自転車道は、国道、県道、多くの市町道が連続することにより形成されるもの

であり、それぞれの点検手法に応じて安全な自転車走行環境が維持されることが望まれる。

その一助として、本手引き案が活用され太平洋岸自転車道の安全点検活動が広がることを

期待するものである。 
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1. 太平洋岸自転車道の安全点検の目的 
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（１） 太平洋岸自転車道の概要	
 

太平洋岸自転車道は、千葉県銚子市から神奈川県、静岡県、愛知県、三重県、和歌山県の各太

平洋岸を走り、和歌山市に至る延長 1,487km のルートである。世界遺産である富士山をはじめ、

日本を代表する観光地・景勝地が多数存在している。 

太平洋岸自転車道は、令和 3 年 5 月に「ナショナルサイクルルート」に指定され、静岡県内に

おいては、静岡清水自転車道、静岡御前崎自転車道、浜松御前崎自転車道を含む L=468kmが該当

する。 

 

（２） ナショナルサイクルルートの指定要件	
 

自転車活用推進法に基づき、自転車を通じて優れ

た観光資源を有機的に連携するサイクルツーリズム

の推進により、日本における新たな観光価値を創造

し、地域の創生を図るため、ナショナルサイクルルー

ト制度が創設された。 

ナショナルサイクルルートは、魅力的で安全なル

ートであることなど、一定の要件を満たす必要があ

り、特に指定要件「２．走行環境」では①誰もが安全・

快適に走行できる環境を備えていること、②誰もが 

 

図 1‐1 太平洋岸自転車道の全体図	

出典: 太平洋岸自転車道ナショナルサイクルルート指定推進協議会 
https://www.kkr.mlit.go.jp/road/pcr/index.html 

 
出典: 国土交通省 
https://www.mlit.go.jp/road/bicycleuse/good‐cycle‐
japan/national_cycle_route/pacific.html 
図 1‐2 ナショナルサイクルルートの位置図	

2

迷わず安心して走行できる環境を備えていることが示されている。また「５.取組体制」では、官民

連携によるサイクリング環境の水準維持等に必要な取組体制が確立されていることが示されてい

る。これらの指定要件の評価基準には、「維持管理水準（道路管理者等にてルートの管理水準が設

定され維持管理の実施体制が明確であること）」、「危険個所等の通報システム（サイクリストから

走行上問題がある箇所について意見を収集して早期に補修等の対応できる仕組みが構築されてい

ること）」が推奨項目として挙げられている。 

 
出典：ナショナルサイクルルート制度(国土交通省  自転車活用推進本部) 

図 1‐3 ナショナルサイクルルートの指定要件	
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また、ルートにおける取組の継続性が評価され、指定されたルートの状況確認などのフォロー

アップは、国の自転車活用推進計画期間内に１回とし、３～５年ごとに実施される。 

 

 
出典：ナショナルサイクルルート制度(国土交通省  自転車活用推進本部) 

図 1‐3 ナショナルサイクルルートのフォローアップの手続き	

 

 

（３） 太平洋岸自転車道の安全点検の目的	
 

ナショナルサイクルルートの指定要件を踏まえ、太平洋岸自転車道においても継続的な利用環境

の水準の維持・向上が求められるものの、自転車道の維持管理等の実施体制・方法は確立されてい

ない現状にある。 

これを踏まえ、太平洋岸自転車道(静岡県内)の安全点検は、官民連携によりナショナルサイクル

ルートの指定要件「２．走行環境」を継続的に満足させるために実施することを目的とする。 

 

 

（４） 適用の範囲	
 

この「太平洋岸自転車道の安全点検の手引き（案）」は、静岡県内の太平洋岸自転車道における

適用に向け、令和６年３月に「太平洋岸自転車道の安全点検検討会」にて作成されたものである（参

考資料１を参照）。 

太平洋岸自転車道は、国道、県道、多くの市町道が連続することにより形成されるものであり、

それぞれの点検手法に応じて安全な自転車走行環境が維持されることが望まれる。その一助とし

て、本手引き案が活用され太平洋岸自転車道の安全点検活動が広がることを期待するものである。 
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２. 安全点検のチェック項目 
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（１） チェック項目（案） 

 

ナショナルサイクルルートの指定要件、国が管理する一般国道及び高速自動車国道の維持管

理基準（案）、太平洋岸自転車道の特性、および令和 3～5 年度の安全点検検討会を踏まえ設定さ

れたチェック項目(案)を表 2-1 に示す。 

チェック項目(案)は、道路管理の専門性などを考慮しつつ、一般利用者向けの大項目(チェッ

クの視点)と、道路管理者等向けに細分化したチェック項目に区分している。 

 

 

表 2-1 ： 太平洋岸自転車道の安全点検チェック項目(案) 

（一般利用者向け）             （道路管理者等向け） 

チェックの視点 チェック  チェック項⽬(案) チェック 

1)路⾯状態 
路⾯の凹凸、パンク原因とな
る落下物、砂や落葉等の溜
りなどにより危険性を感じるか 

 
 ① 舗装・路⾯ 未舗装、ひび割れ、わだち掘れ、

ポットホール、隆起、溝、段差 
 

 ② 落下物 
パンクの原因となるガラス破⽚・釘
の散乱、通⾏の妨げになる落下
物 

 

 ③ 堆積物 砂や落葉等の堆積物 
 

2)⾛⾏空間 
⾛⾏の妨げとなる植栽・道路
施設(防護柵など)や、道路
からの転落などの危険性を感
じるか 

 
 ④ 植栽 植栽の通⾏空間へのはみ出し等 

 

 ⑤ 附帯施設 ⾛⾏の妨げになる道路附属物 
（柵、標識、⾞⽌め等） 

 

 ⑥ 防護柵 路外転落を防ぐための防護柵・
転落防⽌柵の不⾜ 

 

 ⑦ ⽼朽化 施設の⽼朽化や損傷している箇
所はあるか 

 

3)注意喚起 
急な坂・トンネル・橋梁や、⾃
動⾞・⼈の通⾏が多い箇所
などにおいて「注意を促す看
板」がなく危険性を感じるか 

 
 ⑧ 道路構造への 

注意喚起 
トンネル、橋梁部、急勾配箇所 
等の注意喚起の不⾜ 

 

 ⑨ 歩⾏者･⾃動⾞
の注意喚起 

歩⾏者・⾃動⾞が多い等の注意
喚起の不⾜ 

 

4)案内誘導 

⽬的地・分かれ道や、拠点
施設などへの案内が⾜りない
と感じるか 

 
多⾔語（⽇本語と英語）
やピクトグラム案内が⾜りない
と感じるか 

 
標識や路⾯表⽰の劣化はあ
るか 

 
 ⑩ 経路案内 

経路、分岐点、距離に関する案
内表⽰・ピクトグラムの不⾜箇所
はあるか 

 

 ⑪ 拠点案内 
拠点(サイクリストに優しい施設)
への案内に不⾜箇所はあるか 
（ｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝ、ﾄｲﾚ、ﾋﾞｭｰｽﾎﾟｯ

ﾄ等への⼀定間隔の案内） 

 

 ⑫ 多⾔語案内・ 
ピクトグラム表⽰ 

多⾔語（⽇英 2 か国以上）や
ピクトグラムでの案内の不⾜箇所
はあるか 

 

 ⑬ 案内表⽰の劣化 案内表⽰や⽮⽻根等の劣化は
あるか 

 

5)その他 上記以外に気付いた点 
 

 ⑭ その他 上記以外に気付いた点 
 

 

今後、各地で実施される安全点検の状況に応じ、適宜、チェック項目を追加・統廃合していく

ことが望まれる。 
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（２） チェックの例 

 

令和 3年度・4年度に実施された安全点検におけるチェックの例を示す。 

 

1) 路面状態 

路⾯の凹凸、パンク原因となる落下物、砂や落葉等の溜りなどにより危険性を感じるか 

①舗装・路⾯ 未舗装、ひび割れ、わだち掘れ、ポットホール、隆起、溝、段差 

②落下物 パンクの原因となるガラス破⽚・釘の散乱、通⾏の妨げになる落下物 

③堆積物 砂や落葉等が堆積物 

 

未舗装 

 
(R4 安全点検より) 

舗装の溝 

 
(R3 安全点検より) 

ポットホール 

 
(R3 安全点検より) 

排水施設と舗装の段差 

 
(R3 安全点検より) 

グレーチングの間の溝 

 
(R4 安全点検より) 

ガラス破片 

 
(R3 安全点検より) 

図 2-1 ： 路面に関するチェック結果の例① 
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砂の堆積 

 
(R4 安全点検より) 

落葉の堆積 

 
(R4 安全点検より) 

図 2-2 ： 路面に関するチェック結果の例② 

 

2) 走行空間 

⾛⾏の妨げとなる植栽・道路施設(防護柵など)や、道路からの転落などの危険性を感じるか 

④植栽 植栽の通⾏空間へのはみ出し等 

⑤附帯施設 ⾛⾏の妨げになる道路附属物（柵、標識、⾞⽌め等） 

⑥防護柵 路外転落を防ぐための防護柵・転落防⽌柵の不⾜ 

⑦⽼朽化 施設の⽼朽化や損傷している箇所はあるか 

 

雑草の通行空間へのはみ出し 

 
(R4 安全点検より) 

走行の妨げになる道路附属物等 

 
(R4 安全点検より) 

防護柵の損傷 

 
(R4 安全点検より) 

防護柵の不足 

 
(R4 安全点検より) 

図 2-3 ： 走行空間に関するチェック結果の例 
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3) 注意喚起 

急な坂・トンネル・橋梁や、⾃動⾞・⼈の通⾏が多い箇所などにおいて「注意を促す看板」がなく危険性を感じるか 

⑧道路構造への注意喚起 トンネル、橋梁部、急勾配箇所 等の注意喚起の不⾜ 

⑨歩⾏者･⾃動⾞の注意喚起 歩⾏者・⾃動⾞が多い等の注意喚起の不⾜ 

 

急勾配の注意喚起不足 

 
(R3 安全点検より) 

歩行者・車が多い等の注意喚起不足 

 
(R4 安全点検より) 

図 2-4 ： 注意喚起に関するチェック結果の例 

 

4)案内誘導 

⽬的地・分かれ道や、拠点施設などへの案内が⾜りないと感じるか 
多⾔語（⽇本語と英語）やピクトグラム案内が⾜りないと感じるか 
標識や路⾯表⽰の劣化はあるか 

⑩経路案内 経路、分岐点、距離に関する案内標⽰・ピクトの不⾜箇所はあるか 

⑪拠点案内 
拠点(サイクリストに優しい施設)への案内に不⾜箇所はあるか 
（サイクルステーション、トイレ、ﾋﾞｭｰスポット等への⼀定間隔の案内） 

⑫多⾔語案内・ピクトグラム表⽰ 多⾔語（⽇英 2 か国以上）やピクトグラムでの案内の不⾜箇所はあるか
⑬案内表⽰の劣化 案内表⽰や⽮⽻根等の劣化はあるか

 

拠点への案内不足 

 
(R4 安全点検より) 

多言語での案内不足 

 
(R4 安全点検より) 

案内標示・ピクトグラムの不足 

 
(R4 安全点検より) 

矢羽根の劣化 

 
(R4 安全点検より) 

図 2-5 ： 案内誘導に関するチェック結果の例 
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(参考) 太平洋岸自転車道(静岡県)における注意喚起表記 

 

 

 

  

 

出典：太平洋岸自転車道に関する取り組みの進捗について 

（令和元年度静岡県道路交通環境安全推進連絡会議） 

   https://www.cbr.mlit.go.jp/shizukoku/torikumi/data/R01_05-2_taiheiyouganjitensyadou.pdf 
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(参考) 太平洋岸自転車道における案内表示等の統一ルール 

 

 

 

出典：太平洋岸自転車道に関する取り組みの進捗について 

（令和元年度静岡県道路交通環境安全推進連絡会議） 

   https://www.cbr.mlit.go.jp/shizukoku/torikumi/data/R01_05-2_taiheiyouganjitensyadou.pdf 
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（３） チェック結果に対する留意事項 

 

①チェック結果への対応主体 

 安全点検によって得られたチェック結果への対応は、各道路管理者が主体となって 

検討する。走行環境の連続性に配慮し、他の道路管理者による対応状況も勘案して対 

応することが望ましい。 

 

②点検実施者の視点の考慮 

 点検者の自転車走行目的（長距離走行、高速走行、毎日の利用など）や自転車の種類（ロ

ードバイク、シティサイクルなど）に応じチェックの視点が異なると考えられるため、どの

ような方からの意見かを把握することが対策検討の一助となる。 

 

③対策の緊急度の考慮 

 歩行者・自転車・自動車に対する直接的な安全確保に関する意見や、案内誘導の不足など

の付加的な走行環境改善に関わる意見について、緊急度や優先度を考慮して対応すること

が望ましい。 
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3. 点検手法（意見収集方法） 
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NCR指定要件「5.取組体制」の指定要件の評価基準には、「維持管理水準（道路管理者等にてル

ートの管理水準が設定され維持管理の実施体制が明確であること）」、「危険個所等の通報システ

ム（サイクリストから走行上問題がある箇所について意見を収集して早期に補修等の対応できる

仕組みが構築されていること）」が推奨項目として挙げられている。 

太平洋岸自転車道は、国道、県道、多く市町道が連続することにより形成されるものであり、

自転車走行環境の維持に向け各道路管理者の手法に応じた安全点検の実施が望まれる。意見収集

方法の例としては、各道路管理者が導入している道路パトロールアプリ、メール・ＳＮＳ等の活

用、点検用紙の配布・回収、イベントの活用などが考えられる（参考資料１ （５）点検手法を

参照）。 

 

15
8-12



 

 

 

 

 

 

 

 

参考資料１  令和３～５年度における安全点検検討会の取り組み	
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（１） 太平洋岸自転車道の安全点検検討会の設立	
 

ナショナルサイクルルート（以下、NCR）の指定要件「５．取組体制」において、『官民連携によりサイクリ

ング環境の水準維持等に必要な取組体制が確立されていること』が示されており、令和３年度に静岡県内

において「太平洋岸自転車道の安全点検検討会」が立ち上げられた。 

「太平洋岸自転車道の安全点検検討会」は、国土交通省静岡国道事務所・静岡県・静岡市・富士市

（道路管理者・自転車推進部局）、静岡県警察本部の公的機関に加え、有識者(埼玉大学久保田教授、

東海大学鈴木准教授)、プロサイクリストチーム・レバンテフジ静岡、ふじのくに east サイクリストクラブにて

組織され、太平洋岸自転車道について安全点検を実施し、安全点検の手引き（案）を作成することを目的

として、主にルート上における NCR 指定要件「２．走行環境」に係る点検に関する事項について審議や調

整を行った。 
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（２） 太平洋岸自転車道の安全点検検討会の取り組みの概要	
 

令和３年度は、太平洋岸自転車道のうち興津川～道の駅「富士」間において安全点検が実施された。 

 

 

 

 

また、検討会が２回開催され、主たる課題点として、「①安全点検時の意見収集方法」、「②カテゴライズ

の視点」、「③チェック項目の設定」、「④点検結果への対応」が挙げられた。 
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令和 4 年度は、太平洋岸自転車道のうち清水駅前～久能山下間において、安全点検が実施された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、検討会が２回開催され、令和 3 年度の課題点の改善に取り組み、チェック項目の妥当性検証など

を行った。 

 

 

令和 5 年度は、これまでの２ヶ年の検討会を踏まえ、『太平洋岸自転車道の安全点検の手引き（案）』を

とりまとめた。  

20

（３） チェック項目（案）の抽出	
 

太平洋岸自転車道の安全点検のチェック項目（案）は、①道路管理者の視点（国が管理する一般

国道及び高速自動車国道の維持管理基準(案)）における自転車通行環境関連の項目を踏まえつ

つ、②NCR 指定要件「2.走行環境」の安全性・快適性・ルート案内に着目するとともに、③太平洋岸自

転車道の特性と、④計 2 回の安全点検を通じた意見等などを鑑み設定した（⑤）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤太平洋岸自転車道の安全点検のチェック項目(案) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

① 道路管理者の視点 
国が管理する一般国道及び高速自動車国道の維持管理基準(案)より抽出 

②NCR 指定要件を踏まえた抽出 

・海沿いで水しぶきのかかる箇所はないか

・砂が堆積している箇所はないか 

③太平洋岸自転車道の特性

・パンクの原因となるガラス破片・釘 等の

散乱はないか  

・通行の妨げになる落下物はないか  

・矢羽根等の劣化はないか  

・トイレ、ビュースポット等への一定間隔の

案内があるか  

・施設の老朽化や損傷はないか  

・注意喚起（歩行者・車が多い）が必要な

箇所はあるか 

・水しぶきのかかる箇所は､２回とも意見が

なく削除。 

・道路管理に関する専門知識のない一般

者に対しては判りやすい言葉を使用し

た方がよい。また、その内容は「あり」「な

し」の問い掛けよりも「危険を感じるか」の

ような平坦な言葉を使用した方がよい 

④計 2 回の安全点検を通じた意見等 
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① 道路管理者の視点（国が管理する一般国道及び高速自動車国道の維持管理基準(案)より抽

出） 

 

従来の道路管理の視点を踏まえた「国が管理

する一般国道及び高速自動車国道の維持管理

基準（案）」に基づきチェック項目を抽出した。 

なお、自転車走行空間の整備形態（自転車道、

自転車通行帯、車道混在、自転車歩行者道）に

ついては、ルート設定に関わる要件であるため

チェック項目からは除外する。また、自転車道

の維持管理基準に当てはまらない（車道等の維

持管理に当てはまる）項目は、対象外とした。 

 

（参考）一般的な道路の維持管理計画 

項目 内容 

道路巡回  ・平均交通量 50,000 台/日以上：１日に１回 
・平均交通量 5,000台/日以上～50,000台/日未満：２日に１回 
・平均交通量 5,000台/日未満：３日に１回   
・１年に１回、徒歩にて道路施設の状況を確認	

道路清掃  ・人口集中地区（ＤＩＤ地区）：１年に６回 
・その他区域：１年に１回 
・歩道清掃は、歩行者等の通行の安全性を確保するため、原則として、街路樹からの落葉

等の除去に限定して実施 
・排水構造物清掃は、土砂の堆積状況等を勘案して、年１回を目安とし、適切な頻度を設定

し実施 
・交通安全上危険な状況、地域で開催されるイベント、地元自治体との協議など特別な事

情がある場合には、上記の基準によらず、適切な頻度で清掃を実施 
除草  ・建築限界内の通行の安全確保ができない場合 

・運転者から歩行者や交通安全施設等の視認性が確保できない場合 
・道路の構造及び沿道の土地利用の状況、景観への配慮、通行の安全確保のため対応が必

要である等、特別な事情がある場合には、上記にかかわらず実施 
剪定  ・植栽の繁茂により沿道からの車両の出入りの際の見通しが悪い場合や建築限界・視認性

の確保をする等、車両通行に支障をきたさない様に実施 
・高木、中低木：３年に１回程度、ただし、生長が早い樹種にあっては建築限界内の障害の

発生防止や視認性の確保のため、２年又は１年に１回程度 
・寄植：１年に１回程度 
・景観への配慮、地域の特性、通行の安全確保のため対応が必要な状況である等、特別な

事情がある場合には、上記にかかわらず、適切な頻度で選定を実施 
舗装補修・修繕  ・舗装補修・修繕は、道路路面上の穴ぼこや凹凸等による車両損傷やバイク等の転倒防止、

騒音・振動の発生を防止すること及び舗装を延命化するために実施。 
・舗装点検で得られた情報（ひび割れ率、わだち掘れ量等）により健全性を診断し、その

診断区分基づき、舗装の補修又は修繕。 
・舗装補修は、道路路面上の穴ぼこの補修、ひび割れへの補修材の注入、削り取り作業な

どの部分的な手当を実施。 
・部分的な手当による対応では安全円滑な交通確保ができない場合や、過去に手当を実施

した箇所において再手当が必要になるなど、舗装機能の劣化が認められる場合等には、

全面的な舗装修繕も実施。 
・舗装修繕は、損傷範囲、道路の存する地域の地形の状況、通行の安全確保などを考慮し、

修繕区間を適切に設定し、切削オーバーレイ等を実施。 

(出典：道路維持管理計画（案）/中部地方整備局/H31.4) 
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「国が管理する一般国道及び高速自動車国道の維持管理基準（案）」を踏まえ、以下のチェッ

ク項目を抽出した。 

 

 

 

 

 

② NCR 指定要件を踏まえた抽出 

 

NCRは、ルート設定、走行環境、受入環境、情報発信、取組体制の観点から指定要件を設定して

いる。 

指定要件の評価項目及び評価基準には、NCR として満たすべき評価基準を必須項目として設定し

ている。また、更なるサイクリング環境の向上を目指した取組を促すため、満たしていることが望

ましい評価基準を推奨項目として設定している。 

必須項目は、指定の際にすべて満たしていることを基本としている。 
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出典：ナショナルサイクルルート制度(国土交通省  自転車活用推進本部) 

図  NCRの指定要件 （走行環境） 
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NCRの指定要件「２．走行環境」の安全性・快適性・ルート案内に着目し、以下のチェック項

目を抽出した。 
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③ 太平洋岸自転車道の特性	

太平洋岸自転車道の特性として海沿いであることが挙げられるため、令和 3 年度におい

ては、下のチェック項目を追加した。 

・海沿いで水しぶきのかかる箇所はないか （令和 4年度の検討会にて項目削除） 

・海沿いで砂が堆積している箇所はないか （令和 4年度の検討会にて「海沿い」を削除） 

 

④ 計 2回の安全点検を通じた意見等	
■サイクリストの意見 

令和 3年度安全点検検討会において、検討会構成員のサイクリストからの意見として、以

下のチェック項目を追加した。 

・パンクの原因となるガラス破片・釘  等の散乱はないか 

 

■令和 3～5年度の安全点検検討会 

令和 3年度に実施した安全点検の結果、その他自由意見として、以下のチェック項目を追

加した。 

・通行の妨げになる落下物はあるか 

・矢羽根等の劣化はあるか 

・トイレ、ビュースポット等への一定間隔の案内はあるか 

 

令和 4年度安全点検検討会において、検討会構成員の意見として、以下のチェック項目を

追加した。 

・施設の老朽化や損傷はあるか 

・注意喚起（歩行者・車が多い）が必要な箇所はあるか 

 

また、海沿い以外にも砂の堆積があり、走行に影響がある箇所があったため、「海沿い」

を削除するとともに、海沿いの水しぶきに関するチェックは 2 回の点検で意見がなかった

ことから項目を削除することとした。 

・海沿いで水しぶきのかかる箇所はないか 

・海沿いで砂が堆積している箇所はないか 

 

また、令和 4 年度安全点検検討会や令和 5年度の自治体意見交換会において、以下の意見

が挙げられた。 

・道路管理に関する専門知識のない一般利用者に対しては判りやすい言葉を使用した方

がよい。また、専門知識に長けた道路管理者向けと同様とすると項目数が多くなり繁雑

なため、一般利用者のチェック項目はある程度まとめた方が活用しやすい。 

・また、一般利用者向けのチェックについては、問題個所や状況の「あり」「なし」の問

い掛けとするよりも「危険を感じるか」のような平坦な言葉を使用した方がよい。 
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⑤ 太平洋岸自転車道の安全点検のチェック項目（案）	
 

太平洋岸自転車道の安全点検のチェック項目（案）は、①道路管理の視点（国が管理する一般国道

及び高速自動車国道の維持管理基準(案)）における自転車通行環境関連の項目を踏まえつつ、②

NCR 指定要件「2.走行環境」の安全性・快適性・ルート案内に着目するとともに、③太平洋岸自転車道

の特性と、④計 2 回の安全点検を通じた意見等などを鑑み設定した。 

 

（一般利用者向け）             （道路管理者等向け） 

チェックの視点 チェック  チェック項⽬(案) チェック 

1)路⾯状態 
路⾯の凹凸、パンク原因とな
る落下物、砂や落葉等の溜
りなどにより危険性を感じるか 

 ① 舗装・路⾯ 未舗装、ひび割れ、わだち掘れ、
ポットホール、隆起、溝、段差 

 ② 落下物 
パンクの原因となるガラス破⽚・釘
の散乱、通⾏の妨げになる落下
物 

 ③ 堆積物 砂や落葉等の堆積物 

2)⾛⾏空間 
⾛⾏の妨げとなる植栽・道路
施設(防護柵など)や、道路
からの転落などの危険性を感
じるか 

 ④ 植栽 植栽の通⾏空間へのはみ出し等 

 ⑤ 附帯施設 ⾛⾏の妨げになる道路附属物 
（柵、標識、⾞⽌め等） 

 ⑥ 防護柵 路外転落を防ぐための防護柵・
転落防⽌柵の不⾜ 

 ⑦ ⽼朽化 施設の⽼朽化や損傷している箇
所はあるか 

3)注意喚起
急な坂・トンネル・橋梁や、⾃
動⾞・⼈の通⾏が多い箇所
などにおいて「注意を促す看
板」がなく危険性を感じるか 

 ⑧ 道路構造への 
注意喚起 

トンネル、橋梁部、急勾配箇所 
等の注意喚起の不⾜ 

 ⑨ 歩⾏者･⾃動⾞
の注意喚起 

歩⾏者・⾃動⾞が多い等の注意
喚起の不⾜ 

4)案内誘導 

⽬的地・分かれ道や、拠点
施設などへの案内が⾜りない
と感じるか 

 
多⾔語（⽇本語と英語）
やピクトグラム案内が⾜りない
と感じるか 

 
標識や路⾯表⽰の劣化はあ
るか 

 ⑩ 経路案内 
経路、分岐点、距離に関する案
内表⽰・ピクトグラムの不⾜箇所
はあるか 

 ⑪ 拠点案内 
拠点(サイクリストに優しい施設)
への案内に不⾜箇所はあるか 
（ｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝ、ﾄｲﾚ、ﾋﾞｭｰｽﾎﾟｯ

ﾄ等への⼀定間隔の案内） 

 ⑫ 多⾔語案内・ 
ピクトグラム表⽰ 

多⾔語（⽇英 2 か国以上）や
ピクトグラムでの案内の不⾜箇所
はあるか 

 ⑬ 案内表⽰の劣化 案内表⽰や⽮⽻根等の劣化は
あるか 

5)その他 上記以外に気付いた点  ⑭ その他 上記以外に気付いた点 

 

今後、各地で実施される安全点検の状況に応じ、適宜、チェック項目を追加・統廃合していく

ことが望まれる。 
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（４） カテゴライズの視点	
 

自転車走行空間の整備形態や沿道状況によってサイクルルートの状況は異なる。効果的にチ

ェック項目を抽出し対策を講じるために、点検区間の特性に応じて区分することが有効と考え、

令和 3 年度及び令和 4 年度の安全点検では、サイクルルートの区間に応じて下のようなカテゴ

ライズを行った。 

■令和３年度における点検区間のカテゴライズ 

 

 

■令和４年度における点検区間のカテゴライズ 

 

区間

①
清水駅前

～
島崎町交差点

②
島崎町交差点

～
入船町交差点

③
入船町交差点

～
清開１交差点

④
清開１交差点

～
鈴与倉庫付近

⑤
鈴与倉庫付近

～
見晴橋交差点

⑥
見晴橋交差点

～
(仮)折戸交差点

⑦
(仮)折戸交差点

～
ふれあい広場

⑧
ふれあい広場

～
三保北交差点

⑨
三保北交差点

～
海洋博物館

⑩
海洋博物館

～
海浜公園

⑪
海浜公園

~
三保灯台

⑫
三保灯台

～
鎌ヶ崎

⑬
鎌ヶ崎

～
観光トイレ

⑭
観光トイレ

～
新滝ケ原川橋

⑮
新滝ケ原川橋

~
久能山下交差点

延長（km） 0.6 0.9 1.5 0.9 0.6 0.9 2.5 0.1 1.5 1.2 0.2 1.5 1.6 4.0 1.9

道
路
構
造

自転車通行空間
の整備形態

自転車道
自転車
専用道

自歩道
自転車
歩行者
専用道

自転車道 自転車道
自転車
専用道

車道混在 車道混在 車道混在 自歩道
自転車
歩行者
専用道

車道混在
自転車
歩行者
専用道

自歩道

歩道部設置状況
あり

(転歩分離)
(歩行者
専用道)

あり
(転歩混在)

なし
(転歩混在)

あり
(転歩分離)

あり
(転歩分離)

(歩行者
専用道) あり あり なし

あり
(転歩混在)

なし
(転歩混在)

一部歩道
あり

なし
(転歩混在)

あり
(転歩混在)

沿
道
状
況

DID区間 DID DID DID DID DID DID DID DID DID(一部) － － DID － － －

歩行者の量 多い 少ない 多い 少ない 少ない 少ない 少ない 少ない 少ない 少ない 少ない 少ない やや多い 少ない 少ない

沿道アクセス あり なし あり なし あり あり なし あり あり なし あり なし あり なし なし

海沿い（砂） － － － － － － － － － － － 海沿い － 海沿い 海沿い

A
自転車道・自転車専用道

D
海沿い

(車道分離)

D
海沿い

(車道分離)

B
車道混在
(沿道アク
セスあり)

B
車道混在

(沿道アクセスあり)

A
自転車道・
自転車専

用道

C
車道混在
(沿道アク
セスなし)

E
人通り
の多い
市街地

F
自転車歩行
者専用道

(工業地内)

E
人通り
の多い
市街地

G
自歩道

(公園付近)カテゴリー

１）自転車専用の走行空間（自転車道・自転車専用道と歩行者分離状況）に着目【Ａ】
２）車道混在の区間について沿道アクセスに応じて着目【Ｂ】【Ｃ】

３）沿道状況の特徴として海沿いの通過区間に着目【Ｄ】
４）人通りの多い市街地として、DID区域内における歩行者の量や沿道アクセスに着目【Ｅ】
５）その他の特徴として、工業地内の自転車歩行者専用道【Ｆ】や公園付近の自歩道【Ｇ】に整理

本点検区間における
カテゴライズの考え方
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令和 3 年度・4 年度における安全点検においては、カテゴライズに応じてチェック項目

を変える（重点的に確認する項目・確認不要の項目を設定する）ことで、安全点検の効率

化を図ることについて検討した。しかしながら、点検者にとってはチェック項目に軽重を

つける必要性は低いと考えられる結果となった。 

一方で、道路管理者等の立場としては、カテゴライズした区間特性に応じて効果的な対

策を講じるために、収集された意見を分析・活用することが有用と考えられる。参考まで

に、「自転車通行空間の整備形態」と「沿道状況等」によるカテゴライズ案を下に示す。 

 

 
図 サイクルルートのカテゴライズ案 
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（５） 点検手法（意見収集方法）	
自転車道の点検にあたっては、自転車に乗車しながら実施することとなり走行安全性や利便性を考慮

する必要があると同時に、どの場所でどのような不具合があるかを正確に収集することが望ましい。 

また、道路管理者等だけでなく、官民連携による点検が求められることから、いつ、どのような方法で実

施していくのか、その手法が確立されていない。 

以下に、令和 3 年度・4 年度の安全点検検討会における点検手法（意見収集方法）の例を示す。 

 

1)令和 3年度・4 年度の意見収集方法（静岡国道事務所実施）	

安全点検は静岡国道事務所が主体となって実施されたことから、中部地方整備局において日常の道路

パトロールのツールとして試験導入されている携帯端末（道路パトロイド）を活用し意見収集を行った。 

 
図 令和 3 年度・4 年度に実施した安全点検における意見収集方法（道路管理用の携帯端末ツール） 

 

この携帯端末ツールは、点検者が実際に自転車を走

行しながら現地状況を確認し、現地にて停車中に携帯

端末を操作しながら、チェックリストに応じた現地状況の

写真を撮り、中部地方整備局の管理センターにデータを

送付する仕組みである。 

このツールを活用することにより、①自転車走行時に

おける点検者のチェックの煩雑さの解消（令和 4 年度に

かけて操作性を改善）、②点検時の点検者の安全性の

向上、③写真位置データ取得による現地詳細位置の特

定、④データの集中管理などの点検メリットがあった。 

 

 

 

図 携帯端末ツールを用いた点検 
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2)自治体主体による実施の課題	

R3・4 年度に活用された携帯端末ツールは中部地方整備局が所有する限定されたツールであることから、

他の道路管理者や一般利用者が点検時に使用する場合には、数の不足や端末を事前配布する必要がある

など、日常利用者の点検参加は限定的となる。 

日常利用者主体の点検（不特定多数の利用者から 365 日の意見収集）を視野に入れた汎用性の高い

アプリ開発や既存ＳＮＳなどを活用も考えられるが、この場合のデメリットとして、端末やサーバー等の維持

管理費(初期コスト・ランニングコスト)、SNS 利用に関わる個人情報や投稿情報の取得に関する懸念、自由

回答が多くなる懸念、収集意見に対する道路管理者の対応課題などについて懸念が生じると考えられる。 

 

 
図 自転車道の安全点検における意見収集方法のイメージ 

 

 

そのため、自治体等が主体となった安全点検については、一般市民を含んだ日常的な安全点検などの手

法は難しい場合も考えられ、サイクリスト協力などのイベントを活用した限定的な枠組みによることが現実的と

考えられる。 

イベント等において、携帯端末ツールを除いた具体的な意見収集方法の例としては以下が考えられる。 

（ア） 点検用紙の配布・回収 

・イベント等において点検参加者に、ルートやチェック項目が示された点検用紙を事前配布 

・点検走行時に確認された不具合について、位置やチェック内容を点検用紙に記載 (写真

受領は困難と考えられる) 

・点検終了後に自治体が回収し、集計・分析 

（イ） メール等の活用 

・イベント等において点検参加者に、通報アドレス(自治体あて)を通知 

・点検走行時に確認された不具合について、写真 (状況や位置情報付つき)を撮影し、可

能な限りチェック項目を添えて、メール通報。 

・自治体が回収したメールを集計・分析 

（ウ） 自治体が導入しているパトロールアプリの貸し出し 

・R3,4 年度と同様な端末ツールを自治体が導入している場合 
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（参考）静岡市における例 

 

静岡市では、市民が道路の損傷を発見した際、静岡市 LINE公式アカウントから、損傷状況の写真

や位置情報を送信して通報することができる道路損傷等通報システムを構築し、令和 4年 6月より

運用している。 

このシステムを活用することで、一般利用者から太平洋岸自転車道のうち市が管理する道路の安

全点検の情報を得ることができる。 

 

 

出典：静岡市 https://www.city.shizuoka.lg.jp/000_005288_00001.html#h2_5 
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参考資料２  太平洋岸自転車道のルート図（静岡県内）	

出典: 太平洋岸自転車道ナショナルサイクルルート指定推進協議会 
https://www.kkr.mlit.go.jp/road/pcr/index.html 
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